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ＪＵＫＩ株式会社は、中国における工業用ミシンの意匠権侵害について、標準縫紉机菀坪機械有限公

司及び蘇州市菀坪縫製設備有限公司の 2 社を提訴しておりましたが、この度、侵害を認める判決が下り

ましたのでお知らせいたします。 
当社では、お客様にご満足いただくために、日々、技術革新に取り組んでおりますが、美しく洗練さ

れた製品の外観は、高い技術力の裏付けとして、「ＪＵＫＩブランド」への信頼に繋がっています。今

回の 3 件の勝訴判決は、これを証明する事例となります。 

 
当社では、中国における子会社 重機(中国)投資有限公司内にも、当社の知的財産権を保護する活動

を行う「知識産権部」を 2007 年 5 月に設立し、中国国内における侵害摘発活動に取り組んでおります。

中国国内における、こうした知的財産侵害に対する訴訟は、今回で 16 件目(今回の 3 件含む)となります

が、この内 8 件は判決がでており、ほとんど「勝訴」しております。現在も、複数の事業者による侵害

の存在を発見しており、今後も、当社の知的財産権を侵害した粗悪な製品の拡散を防ぎ、公正な市場競

争原理を守るため、さらに対策を強化し、活動を継続していく所存です。 

 
勝訴内容 

１． 蘇州市菀坪縫製設備有限公司の総合送り本縫いミシン（BAOJIA ブランド、BJ-1541）のデザ

インが、当社の LU-1500 シリーズに酷似しているため、2008 年 6 月に提訴、 
第 1 審を経て 2008 年 12 月 18 日付で北京市高級人民裁判所が侵害を認める第 2 審判決を下す 
＜（2008）高民終字第 1374 号判決＞ 

２． 蘇州市菀坪縫製設備有限公司の筒型総合送り本縫いミシン（BAOJIA ブランド、BJ-1341）
のデザインが、当社の LS-1340 シリーズに酷似しているため、2008 年 6 月に提訴、 
第 1 審を経て 2008 年 12 月 18 日付で北京市高級人民裁判所が侵害を認める第 2 審判決を下す 
＜（2008）高民終字第 1375 号判決＞ 

３． 標準縫紉机菀坪機械有限公司の総合送り本縫いミシン（TYPICAL ブランド、TW1-1541）の

デザインが、当社の LU-1500 シリーズに酷似しているため、2008 年 12 月に提訴、 
2009 年 5 月 15 日付で北京第 2 中級人民裁判所が侵害を認める判決を下す 
＜（2009）二中民初字第 923 号判決＞ 

 

＊ JUKI 総合送り本縫いミシン（LU-1500 シリーズ）は、JUKI 所有の中国意匠権（外観設計特許）

No.ZL00305905.7 号にて登録されています。 

 

 

 

 

 

 

 
▲JUKI LU－1500 シリーズ         ▲酷似しているとして当社が告訴・勝訴した 

TYPICAL TW1-1541 


